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1. Kokott 法務長官がクロスボーダー ロ
ス リリーフ訴訟について英国を支持 

マークス&スペンサーのクロスボーダー ロス リ
リーフ訴訟に関する欧州司法裁判所（European 
Court of Justice：以下「ECJ」）の判決内容を英国

が適切に実施していないとして欧州委員会が英国

を訴えていた事案について、この度、Kokott 法務

長官による意見書が発表された。 

2005 年に、ECJ は「グループリリーフ制度におい

て、英国以外のEU加盟国に所在する子会社の欠

損は、当該子会社の所在国内での使用がいかな

る形でもできない場合には、親会社の所得と相殺

することができるべきである」（no possibilities test）
とする判決を下しており、これを受けて英国は国内

税法を改正している。しかし、欧州委員会は、グ

ループリリーフ制度の使用のために必要となる申

請には期限があり、現実的に改正後の基準（当該

子会社の所在国内での欠損の使用がいかなる形

でもできないこと）を当該申請期限前に満たすこと

は不可能であるとして、改正後の制度も依然とし

て EU 条約上の自由に反するとの見解を示してい

た。これは、マークス&スペンサーの事例における

2013 年の英国最高裁判所の判決とも一致してい

る。 

Kokott 法務長官は、最も望ましい解決策は、欧州

連合司法裁判所 （ Court of Justice of the 
European Union ： 以 下 「 CJEU 」 ） が no 
possibilities test を全廃することであると論じてい

る。同法務長官は、CJEU の「使用が他のいかな

るかたちでもできない場合に、少なくとも一定のク

ロスボーダー ロス リリーフを認める」という見解

は実務的に機能しないと述べ、「no possibilities 
test は多国籍企業の事業活動を促進するもので

はなく、むしろ、納税者と税務当局との間の際限な

い争いをもたらすものである」と述べた。また、no 
possibilities test の廃止は、CJEU のその他の判

例との矛盾の解消、および、法的安定性の確保と

いう一般原則の遵守にも資するものであるとした。 

Kokott 法務長官は、外国子会社の欠損に対する

グループリリーフの適用を禁止したとしても比例性

の原則（the principle of proportionality）に反する

結果にはならないとしており、一定の場合における

クロスボーダー ロス リリーフを認める 2005 年の

英国税制改正は、EU 法により求められる内容を

超えた制度であるとの見解を示している。これは、

同法務長官の「マークス&スペンサー判決の射程

は、CJEU のその後の判決により制限される」とす

る A Oy 訴訟における意見と一致するものである。

CJEUは、Kokott法務長官の同見解に同意してお

らず、本件においても CJEU の対応に注目が集

まっている。 
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2. 研究開発に係る税額控除（Above the 
line 税額控除) 

英国歳入税関庁（HM Revenue & Customs：以下

「HMRC」）は、研究開発に係る税額控除（above 
the line=ATL 税額控除）を使用している企業は、

同制度に伴う税額の還付が迅速に成されるよう、

カスタマー リレーションシップ マネジャー（CRM）

に連絡するべきであると発表した。HMRC の現行

のシステムでは、当該制度に基づく税額還付申請

のすべてが自動的に適切な担当者に通知される

訳ではないようである。 

また、CRM に対しては、当該制度に伴う税額還付

の手続は納税者の税務ポジション全体とは切り離

して審査されるべきであり、その他の調査を納税

者に対して行っている場合でも、当該還付は遅ら

せるべきではないという通知が成された。ただし、

研究開発に係る税額控除の使用そのものについ

て調査が成されている場合には、税額還付は当該

調査が完了するまで延期される可能性が高い。 

3. パテントボックス制度：特許審理期間中

に生じた所得に対する適用申請 

特許権 （または特許に関する独占使用権

（exclusive right））を付与された企業は、特許権

が付与された事業年度において、特許申請から付

与までの期間（特許審理期間）に当該特許権の対

象である発明から生じた所得についてパテント

ボックス制度の適用を受けるか否かを選択するこ

とができる。本選択は、2010 年法人税法（CTA 
2010）section 357CQ（2)「権利付与前に生じた所

得」に基づき行われる。 

当該規定には、どのような場合にどのような特許

に係る所得がパテントボックス制度の対象となる

かが定められており、「権利が付与された事業年

度に対して（for the accounting period in which 
the right is granted）」との記載がある。今般、

HMRCは、特許審理期間の所得に対するパテント

ボックス制度適用の選択は、各特許の審理期間

中ではなく、特許が付与された事業年度内に行わ

れなければならないことを確認した。これに関する

マニュアルは、詳細が決まり次第、更新される予

定である。 

4. 2014 年 10 月 1 日からの印紙税に関す

るペナルティ 

印紙税の納付が必要な文書については、当該文

書に「署名が成され、日付が記入された（締結：

Executed）」日から 30 日以内に印紙税を納付しな

ければならない。納付されなかった場合、ペナル

ティおよび利子が課される。海外で締結された文

書の印紙税納付期限は、当該文書が英国で最初

に受領された日の 30日後である。2014年 10月 1
日以降、印紙税の納付遅延に対しては下記の金

額のペナルティが課される。 

遅延期間 ペナルティ 

12 カ月以内 印紙税の 10％。300 ポンド

を上限とする。 

12～24 カ月 印紙税の 20％ 

24 カ月超 印紙税の 30％ 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/eu 
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